
１ すべての国民の年金、医療、介護をカバー（国民皆保険・皆年金体制） 

・ 社会保障給付の大宗を占める年金・医療・介護は、社会保険方式により運営 

・ 年金制度は、高齢期の生活の基本的部分を支える年金を保障 

・ 医療保険制度は、「誰でも、いつでも、どこでも」保険証１枚で医療を受けられる医療を保障 

・ 介護保険制度は、加齢に伴う要介護状態になっても自立した生活を営むことが出来るよう必要 

  な介護を保障 

２ 社会保険方式に公費も投入し、「保険料」と「税」の組み合わせによる財政運営 

４ 国・都道府県・市町村が責任・役割を分担・連携 

３ 「サラリーマングループ」と「自営業者等グループ」の２本立て 

・ 社会保障の財源は、約６０％が保険料。約３０％が公費、約１０％が資産収入等で、保険料中心 

 の構成。 

・ サラリーマン（被用者）を対象とする職域保険（健康保険、厚生年金）と自営業者、農業者、高齢者等を

対象とする自営業者等グループ（国民健康保険、国民年金）の２つの制度で構成。 

・ 年金等は国、医療行政は都道府県、福祉行政は市町村がそれぞれ中心となって、社会保障制度を運営 

・ 医療・福祉サービスにおいては、民間主体が重要な役割を果たしている。 

日本の社会保障制度の特徴 


